
千葉市消費生活条例施行規則 

平成１８年６月３０日 

規則第５０号 

 千葉市消費者保護条例施行規則（平成２年千葉市規則第５６号）の全

部を改正する。 
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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉市消費生活条例（平成１８年千葉市条例第 

１０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

第２章 表示、包装等及び取引の適正化 

（単位価格、販売価格等の表示基準） 

第３条 条例第１４条第２項の単位価格等の表示に関し事業者が遵守す

べき基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）別表第１に掲げる商品について、同表に掲げる基準単位量及びそ

の単位当たりの価格を表示すること。 

（２）前号の単位当たりの価格は、有効数字３けたで表示すること。こ

の場合において４けた目については、四捨五入すること。 

（３）第１号の基準単位量及びその単位当たりの価格は、商品名、内容



量及び販売価格と共に一括して表示すること。 

２ 前項の基準は、小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理業

を含む。）を営むための店舗の用に供される床面積の合計が５００平

方メートル以上の店舗において小売業を営む事業者に適用する。 

（包装等の基準） 

第４条 条例第１６条第４項の商品の包装及び容器に関し事業者が遵守

すべき基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）商品の容積に占める包装又は容器の容積（商品の容積から内容品

の体積を控除したものをいう。）の割合が原則として２０パーセ

ント以下であること。 

（２）商品の販売価格に占める包装又は容器の経費の割合が原則として

１５パーセント以下であること。 

（３）無理な詰合せ又は抱合せをしていないこと。 

（４）上げ底その他の方法により内容品を実質以上に見せかけていない

こと。 

（５）包装又は容器としての機能を果たした後の使用機能を必要以上に

強調していないこと。 

（６）包装又は容器としての機能を果たした後、廃棄物として適正に処

理することが困難なものでないこと。 

（不適正な取引行為） 

第５条 条例第１８条第１項の規則で指定するものは、別表第２に掲げ

るとおりとする。 

第３章 事業行為の適正化 

（立証等の要求） 

第６条 条例第１１条第１項の規定による立証又は資料等の提出の要求

は、立証等要求書（様式第１号）により期限を指定して行うものとす

る。 

２ 市長は、条例第１１条第１項の規定により要求を受けた事業者が、

前項の規定により市長が指定した期限までに、当該事業者が供給する

商品又はサービスが消費者の生命、身体及び財産に危害を及ぼすもの

でないことを立証することが困難である旨を申し出た場合において、



やむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することが

できる。 

（勧告の方式） 

第７条 条例第１１条第２項、第２３条第５項若しくは第７項、第３３

条第５項又は第３４条第１項の規定による勧告は、勧告書（様式第２

号、様式第３号、様式第４号、様式第５号又は様式第６号）を交付し

て行うものとする。 

２ 前項の勧告書（条例第２３条第７項の規定による勧告に係るものに

限る。）の送付を受けた者は、回答書（様式第７号）を市長が指定し

た期限までに市長に提出するものとする。 

第４章 消費者訴訟の援助 

（費用の貸付け） 

第８条 条例第２４条第１項の規定による費用の貸付け（以下「貸付

け」という。）は、本市の区域内に住所を有する被害者に対して行う

ものとする。 

（費用の範囲） 

第９条 貸付けは、次に掲げる費用等について行うものとする。 

（１）民事訴訟費用等に関する法律（昭和４６年法律第４０号）第２章

の規定により裁判所に納める費用 

（２）弁護士又は司法書士に支払う報酬 

（３）前２号に掲げるもののほか、訴訟に通常要すると認められる費用 

（貸付金の限度額及び利息） 

第１０条 貸付けに係る貸付金（以下「貸付金」という。）の額は、訴

訟１件につき審級ごとに５００，０００円以内とし、申請された額の

範囲内で市長が決定する。 

２ 貸付金には、利息を付さない。 

（貸付けの申請） 

第１１条 貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付申請書

（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（１）住民票の写し 



（２）被害概要書（様式第９号） 

（３）訴訟費用支払予定額調書（様式第１０号） 

（貸付けの決定及び通知） 

第１２条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請

に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付けを行うことを決定し

たときは消費者訴訟費用貸付決定通知書（様式第１１号）により、貸

付けを行わないと決定したときは書面により申請者に通知するものと

する。 

（貸付けの条件） 

第１３条 市長は、前条の規定により貸付けの決定をする場合に、貸付

金の用途、返還等に関し条件を付することができる。 

（貸付金の交付） 

第１４条 第１２条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者は、貸

付金の交付を受けようとするときは、借用証書（様式第１２号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の借用証書の提出があったときは、貸付金を交付する

ものとする。 

（追加貸付け） 

第１５条 貸付金の交付を受けた者（以下「借受者」という。）は、既

に交付を受けた貸付金の額に不足が生じたときは、追加の貸付けを受

けることができる。 

２ 前項の規定により追加の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟

費用追加貸付申請書（様式第１３号）に訴訟費用支払予定額調書及び

収支計算書（様式第１４号）を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

３ 第９条、第１０条及び第１２条から前条までの規定は、第１項の規

定による追加の貸付けについて準用する。この場合において、第１０

条第１項中「５００，０００円以内」とあるのは、「５００，０００

円から既に貸付けを受けた額を控除した額の範囲内」と読み替えるも

のとする。 

（貸付決定の取消し） 



第１６条 市長は、第１２条（前条第３項において準用する場合を含

む。）の規定により貸付け又は追加の貸付けの決定（以下「貸

付等の決定」という。）を受けた者が次の各号のいずれかに該

当するときは、貸付等の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段によって貸付等の決定を受け、又は貸付金

（第１５条第１項の規定による追加の貸付けに係る貸付金を含む。

以下同じ。）の交付を受けたとき。 

（２）交付を受けた貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 

（３）前２号に掲げる場合のほか、条例及びこの規則に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により貸付等の決定の全部又は一部を取り消し

たときは、理由を付して、その旨を貸付等の決定を受けた者に通知す

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により貸付等の決定の全部又は一部を取り消

したときは、当該取消しに係る貸付金を交付せず、又は期限を定めて

当該取消しに係る貸付金を返還させるものとする。 

（貸付金の返還） 

第１７条 借受者は、訴訟が終了したときは、その日から起算して６月

以内に貸付金を一括して返還しなければならない。 

（貸付金の返還の免除又は猶予） 

第１８条 条例第２４条第３項ただし書の規定により貸付金の全部又は

一部の返還の免除又は猶予を受けようとする者は、消費者訴訟費用返

還免除申請書（様式第１５号）又は消費者訴訟費用返還猶予申請書

（様式第１６号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る

書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除又は猶予の申

請を承認することを決定したときは消費者訴訟費用返還免除決定通知

書（様式第１７号）又は消費者訴訟費用返還猶予決定通知書（様式第

１８号）により、承認しないことを決定したときは書面により申請者

に通知するものとする。 

（延滞利息の徴収） 



第１９条 市長は、借受者が正当な理由なく返還期限までに貸付金を返

還しないときは、当該返還期日の翌日から当該貸付金を返還した日ま

での日数に応じ、返還するべき貸付金の額につき年１４．６パーセン

トの割合で計算した額の延滞利息を徴収するものとする。 

（届出事項等） 

第２０条 借受者は、貸付金の返還の完了に至るまでの間において、次

の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出

なければならない。 

（１）訴訟を提起したとき。 

（２）訴訟を提起されたとき。 

（３）訴訟が終了したとき。 

（４）訴訟の趣旨を変更したとき。 

（５）借受者の住所又は氏名の変更があったとき。 

（６）訴訟の相手方である事業者の氏名若しくは名称、住所若しくは事

務所の所在地又は代表者の変更があったとき。 

２ 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を市

長に届け出なければならない。 

３ 市長は、借受者又はその訴訟代理人に対し、当該訴訟の進ちょく状

況若しくは貸付金の使用状況の報告、説明又は必要な資料の提出を求

めることができる。 

第５章 市長への申出 

（市長への申出の手続） 

第２１条 条例第３０条第１項の規定による申出をしようとする者は、

次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

（１）申出人の住所及び氏名（申出人が法人その他の団体である場合に

あっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

（２）申出の趣旨及び市長に求める措置の内容 

 

 

   第６章 意見の聴取 

（意見の聴取） 



第２２条 条例第３５条本文の規定による通知は、意見聴取通知書（様

式第１９号）によるものとする。 

２ 条例第３５条本文の規定による意見の聴取は、市長が口頭でするこ

とを認めたときを除き、当該事業者に意見の内容を記載した書面（以

下「申立書」という。）を市長が指定する期限までに提出させて行う

ものとする。この場合において、事業者は、申立書に添えて証拠書類

又は証拠物を提出することができる。 

３ 市長は、条例第３５条本文の規定による通知を受けた者から申立書

の提出期限の延長の申出があった場合において、やむを得ない理由が

あると認めたときは、当該申立書の提出期限を延長することができる。 

第７章 千葉市消費生活審議会 

（会長及び副会長） 

第２３条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第２４条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができ

ない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長

の決するところによる。 

（苦情処理部会及び部会） 

第２５条 苦情処理部会及び部会（以下これらを総称して「部会」とい

う。）は、会長が指名する委員７人以内で組織する。この場合におい

て、同条第９項の専門委員は、当該部会を構成する委員の半数を超え

ないものとする。 

２ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。 

３ 部会長は、部会の会務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報

告する。  



４ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、

前条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会

長」と読み替えるものとする。 

５ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査審議

が終了したときは、解任されるものとする。 

（庶務） 

第２６条  審議会の庶務は、市民局生活文化部消費生活センターにおい

て処理する。 

（審議会の運営に関する委任） 

第２７条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、会長が定める。 

第８章 雑則 

（身分証明書） 

第２８条 条例第３３条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証

明書（様式第２０号）とする。 

（委任） 

第２９条 この規則の施行について必要な事項は、市民局長が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１９年１１月１日から施行する。 


